
1

大

藏

省

考

課

狀

歳

入

門

明

治

七

年

六

月

十

七

日

ヨ

リ

同

月

卅

一

日

ニ

至

ル

國

債

寮

旧

藩

貸

付

返

納

之

部

第

八

拾

六

號

豐

岡

縣

ヨ

リ

、

旧

亀

岡

藩

氷

上

郡

勅

使

村

稲

上

孫

三

郎

エ

金

三

百

三

拾

四

円

八

拾

戔

貳

厘

、

同

村

細

見

源

蔵

ヘ

金

三

百

八

拾

八

円

五

拾

四

戔

六

厘

、

同

藩

ヨ

リ

借

用

金

返

納

方

達

セ

シ

處

、

細

見

ハ

五

十

ヶ

年

賦

、

稲

上

ハ

二

十

ヶ

年

賦

、

別

紙

ノ

如

ク

嘆

願

セ

シ

處

、

䂓

則

ニ

悖

レ

ル

ヲ

以

テ

説

諭

ス

レ

共

、

強

テ

出

願

ヲ

請

フ

ニ

ヨ

リ

止

ヲ

得

サ

ル

事

情

ニ

付

、

詮

議

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

候

問

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

處

、

聽

取

難

ク

稲

上

外

一

名

身

代

取

糾

ノ

上

、

事

實

方

則

ノ

如

ク

返

納

不

行

届

ノ

分

、

尚

申

出

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

七

日

第

八

拾

七

號

千

葉

縣

ヨ

リ

、
糾

鶴

舞

藩

貸

下

金

取

立

簿

中

岡

村

練

一

郎

外

二

名

拝

借

ノ

分

籠

レ

リ

、

是

ハ

東

京

府

貫

属

替

ニ

依

テ

、

調

書

写

添

五

月

中

上

申

セ

シ

ニ

、

東

京

府

ヘ

取

立

方

達

ス

ヘ

キ

條

、

豫

テ

下

與

ノ

書

類

差

出

ヘ

キ

旨

指

令

ニ

付

練

一

郎

外

二

名

貸

下

金

調

達

三

通

上

呈

ス

ト

禀

問

セ

リ

、

因

テ

東

京

府

ヘ

岡

村

練

一

郎

外

二

名

ヘ

、

旧

鶴

舞

藩

ヨ

リ

貸

下

金

取

立

方

千

葉

縣

ヘ

達

セ

シ

處

、

其

府

ヘ

貫

属

替

セ

ル

趣

申

立

ニ

付

、

別

紙

書

類

下

渡

セ

ル

條

、

追

々

外

藩

ノ

分

下

渡

ノ

節

達

セ

シ

如

ク

心

得

、

昨

年

分

ハ

當

六

月

中

取

立

、

延

滞

ナ

ク

上

納

ス

ヘ

シ

ト

示

令

セ

リ

、
六

月

十

七

日

第

八

拾

八

號

愛

媛

縣

ヨ

リ

、

旧

藩

々

貸

付

年

賦

金

壹

萬

三

千

円

上

納

致

度

ト

、

本

年

四

月

中

進

達

シ

、

今

般

六

年

分

皆

納

ニ

付

、

豫

テ

差

出

セ

ル

上

納

証

書

下

與

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

候

問

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

處

ノ

如

ク

、

差

出

ノ

上

納

証

書

下

與

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

七

日
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第

八

拾

九

號

千

葉

縣

ヨ

リ

、

管

下

旧

佐

倉

藩

ヨ

リ

元

管

下

椿

村

市

郎

右

エ

門

外

二

名

ヘ

貸

下

金

取

立

方

達

セ

シ

處

、

右

ノ

者

共

ニ

於

テ

ハ

、

抑

負

債

之

レ

ナ

シ

ト

陳

述

ス

、

然

ル

ニ

新

治

縣

管

下

下

総

國

椿

村

於

テ

、

旧

同

藩

ヨ

リ

拝

借

金

之

レ

ア

リ

ト

雖

ト

モ

、

于

今

返

納

ノ

達

シ

ナ

シ

ト

同

村

鈴

木

吉

兵

衛

ナ

ル

者

演

述

ス

、

右

ハ

新

治

縣

下

椿

村

ノ

違

ヒ

ナ

ラ

ン

乎

ト

書

類

ヲ

付

シ

禀

白

セ

リ

、

是

ニ

於

テ

新

治

縣

ヘ

、

其

縣

管

下

椿

村

市

郎

右

エ

門

外

二

名

ヘ

旧

佐

倉

藩

ヨ

リ

貸

下

金

書

類

調

査

済

下

與

セ

ル

條

、

取

立

方

外

藩

同

一

心

得

、
昨

年

分

ハ

當

六

月

中

取

立

、
上

納

取

計

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

七

日

第

九

拾

號

髙

知

縣

ヨ

リ

、

旧

藩

政

中

當

縣

下

南

茂

助

ヘ

貸

下

金

ノ

内

、

殘

金

髙

四

百

七

拾

壹

戔

五

厘

處

分

ノ

儀

、

六

年

ヨ

リ

八

ヶ

年

賦

ヲ

以

テ

返

納

ノ

處

、

右

茂

助

儀

近

来

殆

困

窮

ニ

迫

リ

、

上

納

相

成

難

キ

ヲ

以

テ

屢

嘆

願

、

篤

ト

檢

査

セ

シ

ニ

實

際

判

然

タ

リ

、

依

テ

ハ

如

何

處

分

致

ス

ヘ

ク

哉

ト

、

別

紙

實

際

調

書

ヲ

添

候

問

セ

リ

、

乃

候

ス

ル

處

、

情

實

止

ヲ

得

サ

ル

ニ

由

リ

、
返

納

年

賦

見

込

取

糺

ノ

上

、
猶

申

出

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、

六

月

十

七

日

第

九

拾

壹

號

新

治

縣

ヨ

リ

、

同

縣

下

紀

伊

國

屋

神

兵

衛

儀

、

旧

和

歌

山

藩

於

テ

、

貸

下

金

百

円

内

三

分

一

ハ

棄

捐

ノ

處

分

、

殘

金

六

拾

六

円

六

拾

七

戔

七

厘

、

明

治

六

年

ヨ

リ

十

ヶ

年

賦

取

立

ノ

分

、

証

書

檢

査

ノ

上

當

人

ヘ

下

付

セ

シ

處

、

右

ハ

嘉

永

二

酉

年

中

、

旧

和

歌

山

藩

ノ

融

通

講

ヘ

、

金

百

円

ノ

口

ヲ

二

䦰

加

入

、

内

一

䦰

ハ

取

了

シ

、

殘

一

䦰

ハ

其

儘

差

出

置

、

爾

来

右

百

円

䦰

ヲ

引

當

、

中

リ

次

第

ニ

返

納

ス

ト

証

書

ヲ

入

借

リ

シ

處

、

廃

藩

後

何

等

ノ

通

知

ナ

キ

故

ニ

、

右

ノ

講

金

ト

差

引

済

ト

觧

了

ノ

處

、

今

般

更

ニ

前

顕

ノ

如

ク

上

納

ス

ヘ

シ

ト

達

旨

ア

リ

、

依

テ

ハ

講

金

加

入

ハ

空

ク

埋

没

ト

ナ

リ

難

澁

ニ

付

、

右

拜

借

金

エ

兌

換

返

納

セ

ン

ト

懇

願

セ

リ

、

依

テ

旧

藩

ノ

証

書

ヲ

具

シ

テ

候

問

セ

リ

、
乃

チ

候

ス

ル

處

ノ

差

継

出

願

調

査

セ

シ

ニ

、
講

金

加

入

ハ

判

然

タ

リ

、
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然

ヲ

届

漏

ニ

テ

公

債

ニ

相

立

ス

、

因

テ

ハ

差

継

ハ

聴

取

難

ケ

レ

共

、

右

加

入

引

當

下

付

セ

ル

儀

ニ

テ

、

彼

ハ

講

金

ヲ

以

テ

差

引

済

ト

觧

了

シ

、

尋

常

一

様

ノ

調

達

金

届

洩

ト

ハ

異

ニ

シ

テ

、

事

實

余

儀

ナ

ク

出

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

聽

取

セ

ル

條

、

依

テ

ハ

旧

和

歌

山

藩

ヨ

リ

豫

テ

仁

兵

衛

ヘ

付

與

セ

ル

証

書

、
取

上

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

七

日

第

九

拾

二

號

滋

賀

縣

ヨ

リ

、

旧

和

歌

山

藩

貸

付

金

ノ

内

、

當

縣

於

テ

取

立

ヘ

キ

分

元

簿

并

証

書

下

付

ノ

上

、

當

五

月

中

取

立

上

納

致

ス

ヘ

キ

旨

達

シ

ニ

付

、

右

處

分

満

期

ト

捺

印

ア

ル

分

、

金

額

ノ

多

少

ニ

管

セ

ス

一

時

取

立

、

従

前

動

産

ヲ

當

テ

指

入

置

部

分

ニ

期

ス

儀

ニ

テ

、

期

ヲ

誤

ラ

ハ

沽

却

償

債

ノ

件

ニ

準

シ

一

時

取

立

ヲ

量

察

ス

レ

共

、

太

政

官

ハ

十

一

号

公

布

ノ

貸

付

金

、

法

則

中

前

顕

種

類

ニ

適

セ

ル

條

例

ナ

ク

テ

ハ

、

拜

借

人

ヨ

リ

成

䂓

ノ

趣

質

問

苦

情

出

願

ノ

節

、

説

諭

中

ニ

困

却

セ

リ

、

因

テ

法

則

ノ

垂

示

ヲ

請

フ

、

總

テ

引

當

品

ノ

内

、

宅

地

家

什

ハ

格

別

証

書

面

手

道

具

差

上

置

ト

ア

ル

分

、

現

品

豫

テ

領

収

セ

シ

哉

、

又

書

面

上

而

已

ノ

儀

哉

、

他

管

旧

藩

ノ

貸

付

金

ニ

付

實

際

承

了

ナ

ク

テ

ハ

不

都

合

ニ

付

、
速

ニ

両

件

指

揮

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

候

問

セ

リ

、
候

ス

ル

處

、

法

則

第

六

條

ノ

如

ク

動

産

引

當

ノ

分

、

總

テ

一

時

取

立

ヘ

キ

ノ

處

、

格

別

ニ

約

定

満

期

ノ

分

量

察

ノ

如

ク

一

時

取

立

、

其

他

期

限

未

満

ノ

分

ハ

年

賦

取

立

、

別

紙

動

産

引

当

物

品

質

入

書

入

ノ

儀

ハ

、

和

歌

山

縣

ヘ

取

糾

方

達

旨

セ

ル

ニ

付

、

他

日

達

ス

ヘ

シ

ト

指

令

シ

、

又

和

歌

山

縣

ヘ

旧

和

歌

山

藩

貸

下

金

ノ

内

、

滋

賀

縣

管

下

人

民

ヘ

別

紙

名

前

ノ

者

モ

、

証

書

ニ

記

載

ア

ル

動

産

引

當

物

品

ハ

其

縣

ヘ

取

上

ア

ル

哉

、

又

書

入

而

已

哉

、

調

査

ノ

上

速

ニ

申

出

ヘ

ク

、

取

上

ア

ラ

ハ

右

品

同

縣

ヘ

送

付

申

出

ヘ

ク

、

其

他

總

テ

引

當

ノ

分

典

入

書

入

ノ

區

分

、
巨

細

申

出

ヘ

シ

ト

達

シ

セ

リ

、
六

月

十

八

日

第

九

拾

三

號

奈

良

縣

ヨ

リ

、

旧

津

藩

小

倉

村

杉

本

武

助

ヘ

金

百

両

貸

下

ノ

處

、

同

人

外

借

嵩

ミ

辛

未

年

四

月

中

脱

走

セ

ル

ニ

付

、

家

具

総

テ

賣

却

代

ヲ

以

テ

借

財

方

ヘ

分

散

、

書

面

金

宥

免

セ

ル

旨

、

壬

申

二

月

中

旧

藩

於

テ

處

分

致

シ

、

右

者

壬

申

三

月

貸

附

明

細

書

届
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ノ

節

記

載

ス

ト

、

旧

津

縣

官

員

ヨ

リ

別

紙

ノ

如

ク

陳

述

セ

リ

、

同

縣

橋

本

謙

吉

外

三

名

ヘ

錢

幣

五

百

両

、

右

ハ

貸

下

ノ

際

同

人

共

ヨ

リ

旧

津

藩

ヘ

調

達

金

五

百

両

ノ

証

書

引

宛

ニ

差

入

、

返

済

方

ハ

右

調

達

金

ヲ

以

テ

差

継

ヘ

キ

約

定

ニ

付

、

壬

申

三

月

貸

附

金

明

細

禀

報

ノ

節

、

別

紙

貸

下

証

書

ヲ

添

、

三

重

縣

ヘ

差

出

置

ト

旧

官

員

申

白

ス

、

調

査

ノ

上

齟

齬

ナ

キ

上

ハ

、

証

書

ヲ

以

テ

消

却

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

候

問

セ

リ

、

乃

チ

上

申

ノ

趣

、

橋

本

謙

吉

外

三

名

貸

借

差

継

ノ

儀

、

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

ニ

付

、

聽

取

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

八

日

第

九

拾

四

號

三

重

縣

ヨ

リ

、

元

神

戸

藩

造

紙

幣

備

金

ノ

内

、

貸

付

第

百

七

十

二

號

金

六

百

五

拾

壹

円

七

拾

貳

戔

九

厘

、
借

主

伊

勢

國

河

曲

郡

國

分

村

地

内

新

池

築

造

ノ

為

メ

借

用

ノ

分

、

曽

テ

返

納

方

達

置

シ

ニ

、

別

紙

甲

印

ノ

如

ク

出

願

旧

官

員

取

糾

ノ

處

、

乙

印

ノ

如

ク

申

出

、

普

請

ノ

儀

旧

藩

於

テ

畑

田

成

作

徳

米

ヲ

以

テ

、

追

々

償

却

ノ

見

込

半

途

ニ

シ

テ

廃

止

功

ヲ

奏

セ

ス

、

因

テ

償

却

ノ

目

途

ナ

ク

、

荏

苒

ス

ル

ハ

舊

旧

官

粗

漏

ヨ

リ

出

ツ

、

且

實

地

成

否

檢

査

ヲ

遂

シ

ニ

、

平

地

堀

割

雨

水

ヲ

引

込

而

已

ニ

テ

、

山

溪

ノ

水

脉

ナ

ク

、

雨

餘

ハ

池

坪

溜

水

深

サ

一

尺

ヨ

リ

二

尺

ニ

至

ル

、

一

時

大

雨

ノ

節

ハ

満

水

五

七

日

ヲ

経

テ

倐

忽

乾

渇

シ

水

保

悪

シ

ト

、

丙

印

ノ

如

ク

掛

リ

官

員

申

出

、

此

上

底

堅

メ

水

保

迄

ノ

費

用

、

開

墾

町

歩

ニ

比

較

ス

レ

ハ

無

詮

ノ

築

造

ニ

テ

成

功

ノ

目

途

ナ

ク

、

然

ル

上

ハ

別

紙

甲

乙

出

願

セ

ル

如

ク

、

聽

取

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

請

フ

、

尤

拂

捨

ハ

同

藩

造

紙

幣

準

備

金

ノ

内

ヲ

以

テ

拂

捨

相

成

度

、

付

属

ノ

書

類

四

通

外

畧

圖

一

葉

ヲ

副

候

問

セ

リ

、

候

ス

ル

處

、

乙

印

中

仕

法

會

ト

即

造

紙

幣

準

備

金

ナ

リ

、

依

テ

上

申

セ

ル

地

所

ハ

、

官

私

ノ

區

別

判

然

取

糾

、

所

有

主

定

方

等

ノ

儀

取

調

、

内

務

省

ヘ

候

問

致

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

八

日

第

九

拾

五

號

三

重

縣

ヨ

リ

、

旧

津

藩

貸

付

ノ

内

金

百

円

小

倉

村

杉

本

武

助

拜

借

ノ

處

、

其

外

他

借

多

分

ニ

付

辛

未

年

脱

走

セ

リ

、

依

テ

家

財

賣

却

代

金

ヲ

以

テ

諸

借

財

ヘ

分

散

シ

、

書
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面

金

用

捨

ノ

旨

壬

申

二

月

中

旧

藩

於

テ

處

置

セ

シ

ニ

、

右

ハ

壬

申

三

月

貸

付

巨

細

記

載

ノ

上

申

白

セ

シ

ト

、

旧

津

藩

官

員

ヨ

リ

別

紙

ノ

如

ク

申

白

ス

、

又

同

藩

橋

本

謙

吉

外

三

人

ニ

テ

錢

幣

五

百

両

拜

借

ス

、

右

ハ

初

發

貸

下

ノ

節

、

同

人

共

ヨ

リ

旧

津

藩

ヘ

調

達

セ

シ

金

五

百

両

ノ

証

書

引

當

ニ

差

入

、

返

済

ハ

右

ノ

調

達

金

ヲ

以

テ

差

継

ク

約

定

ニ

付

、

壬

申

三

月

貸

付

金

証

書

ヲ

副

ヘ

、

三

重

縣

ヘ

指

立

置

旨

ヲ

旧

官

員

申

立

ニ

付

調

査

判

然

タ

レ

ハ

、

引

當

ヲ

以

テ

消

却

ノ

指

揮

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

別

紙

ヲ

添

候

問

セ

リ

、

乃

チ

上

申

ス

ル

處

ノ

如

シ

、

尤

橋

本

謙

吉

外

三

名

ハ

、

貸

借

差

継

ハ

聽

取

シ

難

ケ

レ

共

、

事

實

止

ヲ

得

ス

聽

取

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

八

日

第

九

拾

六

號

三

重

縣

ヨ

リ

、

元

亀

山

藩

貸

付

第

四

十

七

号

・

六

十

四

号

・

六

十

六

号

ノ

三

件

、

借

主

東

海

道

亀

山

宿

若

松

亀

六

外

一

名

借

用

ノ

分

、

第

十

七

條

ノ

部

ニ

當

ヘ

キ

哉

ト

候

問

セ

シ

ニ

、

宿

場

助

成

ノ

明

文

無

キ

カ

故

、

聽

取

シ

難

シ

ト

指

令

ニ

付

、

返

納

方

達

シ

置

、

右

ノ

内

第

四

十

七

号

金

百

五

拾

六

円

八

拾

七

戔

五

厘

、

原

由

右

第

六

十

四

号

元

金

貳

百

五

拾

円

、

第

六

十

六

号

元

金

九

百

円

二

件

、

辛

未

滞

利

ノ

旨

別

紙

甲

印

ノ

如

ク

出

願

ス

、
因

テ

官

員

取

糾

セ

シ

ニ

、
乙

印

ノ

如

ク

現

實

滯

利

ノ

旨

申

出

ル

ニ

付

、

規

則

ノ

如

ク

速

ニ

聽

取

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

別

紙

ヲ

添

禀

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

處

ノ

如

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

八

日

第

九

拾

七

號

飾

麿

縣

ヨ

リ

、

旧

三

日

月

藩

貸

付

金

ノ

内

、

貫

属

士

族

岡

政

恒

外

六

名

ノ

分

取

立

方

ノ

儀

ハ

、

同

藩

ニ

於

テ

右

家

禄

ヲ

以

テ

年

々

些

少

宛

取

立

来

レ

リ

、

曩

ニ

棄

捐

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

旧

官

員

ヨ

リ

別

紙

ノ

如

ク

出

願

セ

リ

、

事

情

止

ヲ

得

サ

ル

儀

、

併

証

書

且

記

録

等

モ

ナ

ク

不

都

合

ナ

レ

共

、

岡

政

恒

・

深

谷

繁

ハ

公

費

、

其

他

ノ

六

名

ハ

學

資

金

ニ

テ

、

一

様

ノ

拜

借

金

ト

ハ

見

做

シ

難

ク

、

且

何

レ

モ

薄

禄

、

加

之

恒

ノ

産

業

モ

之

ナ

キ

者

共

ニ

付

、

寛

典

ノ

處

置

ヲ

以

政

恒

・

繁

ノ

両

名

ハ

昨

六

年

分

据

置

、

本

年

ヨ

リ

年

々

家

禄

十

分

ノ

一

宛

名

代

金

ヲ

以

テ

返

納

、

殘

ル

五

名

ハ

同

断

本

年

ヨ

リ

二
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十

ヶ

年

賦

返

納

、

別

紙

嘆

願

セ

ル

如

ク

許

可

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

禀

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

處

、

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

儀

ニ

付

、

年

賦

返

納

聽

取

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

八

日

第

九

拾

八

號

三

潴

縣

ヨ

リ

、

旧

栁

河

藩

貸

付

金

借

用

証

書

、

壬

申

正

月

縣

廳

失

火

ノ

際

皆

焼

亡

セ

シ

故

、

曩

ニ

禀

候

ヲ

経

テ

士

族

卒

ノ

負

債

ハ

家

禄

支

給

ノ

帳

簿

ニ

據

テ

調

査

シ

、

農

商

ハ

區

戸

長

日

記

等

ニ

テ

調

査

ノ

上

各

負

債

主

ニ

照

管

、

更

ニ

証

書

ヲ

作

ラ

シ

メ

貴

省

ヘ

進

達

シ

、

今

般

處

分

ア

ル

ヲ

以

テ

各

名

ヘ

達

シ

セ

シ

ニ

、

貸

付

ノ

創

年

明

治

九

年

以

前

ニ

係

リ

、
三

分

一

棄

捐

或

ハ

家

禄

抵

當

ハ

全

ク

棄

捐

ヲ

乞

コ

ト

往

々

出

願

ス

、

右

ハ

原

証

書

焼

亡

確

証

ナ

キ

ニ

於

テ

ハ

一

切

採

用

セ

ス

、

返

納

澁

滯

ス

ル

者

ハ

身

代

限

ヲ

以

テ

處

分

ス

ヘ

キ

ヤ

ト

禀

候

ス

、

於

之

禀

ス

ス

ル

所

、

確

証

ナ

キ

者

ハ

証

書

改

正

ノ

年

度

ヲ

以

テ

處

分

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

九

日

第

九

拾

九

號

三

潴

縣

ヨ

リ

、

旧

栁

河

藩

貸

付

金

ノ

内

、

臥

病

ニ

付

借

用

ノ

名

義

ア

ル

者

ハ

、

特

ニ

救

助

金

ト

見

做

シ

處

分

ア

ル

ヲ

得

タ

リ

、

然

ル

ニ

水

難

火

災

ニ

罹

リ

、

仕

起

シ

ノ

タ

メ

借

用

セ

シ

者

、

亦

皆

旧

藩

ニ

テ

臥

病

ト

同

シ

ク

救

助

ト

見

做

シ

タ

ル

故

、

借

用

証

書

ノ

内

仕

起

ノ

名

義

ア

ル

ハ

、

皆

新

中

度

ノ

區

別

ヲ

以

テ

半

額

棄

捐

ア

ラ

ン

ヲ

乞

ト

申

牒

ス

、

於

是

申

ス

ル

所

ハ

、

貸

付

金

借

用

証

書

進

達

ス

ヘ

シ

、

調

査

ノ

上

指

揮

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

九

日

第

百

號

島

根

縣

ヨ

リ

、
管

下

士

族

早

見

共

輔
・
商

児

玉

特

右

衛

門
・
松

尾

七

右

衛

門

ノ

三

名

、

旧

松

江

藩

物

品

拂

下

代

價

返

納

殘

金

七

百

八

拾

壹

円

七

拾

貳

錢

貳

厘

ノ

儀

、

曩

ニ

禀

候

セ

シ

ニ

、

明

治

六

年

ヨ

リ

八

ヶ

年

賦

返

納

、

昨

六

年

分

ハ

當

五

月

中

取

立

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ニ

付

、

右

三

名

ヘ

達

シ

セ

シ

ニ

、

皆

資

産

窮

乏

定

期

ノ

如

ク

上

納

シ

難

ク

七

月

中

延

期

嘆

請

ス

、

檢

査

ス

ル

ニ

事

實

止

ヲ

得

サ

レ

ハ

、

特

議

裁

可

ア

ラ

ン

ト

禀

候

ス

、

乃

チ

禀

ス

ル

所

特

議

聽

許

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

九

日
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第

百

壹

號

長

﨑

縣

ヨ

リ

、

管

下

野

井

村

開

墾

費

ト

シ

、

旧

島

原

縣

ニ

テ

辛

未

租

税

ノ

内

ヲ

以

テ

金

千

百

貳

拾

五

円

貸

付

セ

シ

旨

、

出

納

計

算

帳

ヘ

記

載

シ

引

継

ア

ル

ヲ

以

テ

、

辛

未

租

税

ノ

内

ヨ

リ

右

金

員

拜

借

ノ

儀

禀

候

セ

シ

ニ

、

金

千

百

貳

拾

五

円

下

付

ス

ル

故

、

証

書

ヲ

以

テ

一

旦

租

税

上

納

ノ

上

請

取

ヘ

キ

ヲ

領

知

セ

ヨ

、

下

付

ノ

時

日

ハ

出

納

寮

ヨ

リ

達

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ニ

付

、

即

貸

付

金

ノ

原

由

調

査

セ

シ

ニ

、

旧

藩

銀

札

百

六

拾

五

目

ヲ

金

壹

円

ト

定

メ

百

八

拾

貫

目

ヲ

貸

付

シ

、

此

金

千

百

貳

拾

五

円

ト

シ

出

納

計

算

帳

ヘ

記

載

ア

リ

シ

ニ

、

其

後

旧

島

原

藩

札

貳

百

目

ヲ

以

テ

新

貨

壹

円

ニ

價

格

確

定

ア

ル

故

、

現

金

千

百

貳

拾

五

円

ノ

拜

借

ト

ナ

シ

難

キ

ヲ

、

各

負

債

主

申

白

ノ

情

實

止

ヲ

得

サ

ル

ニ

由

リ

、

差

違

金

貳

百

貳

拾

五

円

ヲ

棄

捐

シ

、

九

百

円

ノ

拜

借

証

書

ヲ

出

サ

シ

メ

テ

可

ナ

ラ

ン

ヤ

ト

、

原

証

書

ヲ

付

シ

テ

禀

候

ス

、

於

是

禀

ス

ル

所

ハ

、

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

ニ

付

聽

取

セ

リ

、

更

ニ

拜

借

証

書

ヲ

出

サ

シ

ム

ル

ニ

及

ハ

ス

、

別

紙

原

証

書

ヘ

附

箋

ノ

如

ク

領

知

シ

、
昨

年

分

ハ

當

六

月

中

取

立

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、

六

月

十

九

日

第

百

二

號

静

岡

縣

ヨ

リ

、

管

下

各

村

ヘ

旧

静

岡

藩

貸

付

金

穀

証

書

并

ニ

取

立

帳

、

先

般

進

達

處

分

セ

シ

ニ

、

右

ハ

種

々

混

淆

不

都

合

ア

ル

故

改

正

シ

テ

更

ニ

進

達

セ

ン

ト

欲

ス

、

一

時

返

付

ヲ

乞

ト

申

牒

ス

、

乃

チ

申

ス

ル

所

書

類

交

付

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

九

日

第

百

三

號

三

潴

縣

ヨ

リ

、

管

下

人

民

久

留

米

・

柳

川

両

旧

藩

貸

付

金

返

納

、

成

䂓

ノ

如

ク

各

負

債

主

ヘ

達

シ

セ

シ

ニ

、

返

納

延

期

、

或

ハ

年

割

金

額

ノ

内

、

幾

分

ヲ

上

納

セ

ン

ト

出

願

ノ

者

少

カ

ラ

ス

、

之

ヲ

調

査

シ

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

者

ハ

聽

取

シ

テ

可

ナ

ラ

ン

ヤ

、

然

ト

モ

一

般

ノ

成

規

ニ

悖

ル

ニ

於

テ

ハ

、

若

シ

期

限

ヲ

過

キ

猶

返

納

セ

サ

ル

者

ハ

、

証

書

中

抵

當

品

ヲ

没

入

シ

、

入

札

拂

ノ

上

負

債

金

額

一

割

利

引

ノ

法

ヲ

以

テ

一

時

返

納

セ

シ

メ

、

其

抵

當

品

ナ

キ

ハ

身

代

限

ヲ

命

シ

、

猶

不

足

ノ

金

ハ

棄

捐

ス

ヘ

キ

ヤ

、
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或

ハ

身

代

再

興

ノ

日

ヲ

待

テ

償

却

セ

シ

ム

ヘ

キ

ヤ

ト

禀

候

ス

、

則

候

ス

ル

所

、

身

代

限

ノ

者

ハ

、

身

代

再

興

次

第

殘

金

取

立

ヘ

シ

ト

雖

ト

モ

、

事

實

返

納

困

難

ノ

者

ハ

取

立

方

法

意

見

、

更

ニ

禀

白

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

九

日

第

百

四

號

廣

嶌

縣

ヨ

リ

、

越

後

國

柏

嵜

品

川

仙

之

助

ヘ

旧

廣

嶋

藩

貸

付

金

ノ

内

、

金

百

九

拾

三

円

七

拾

三

戔

七

厘

ト

藩

札

百

七

拾

貫

ハ

、
百

拾

壹

匁

三

分

九

厘

ハ
藩

札

貳

百

七

拾

目

ヲ

以

テ

新

貨

壹

円

ニ

換

、

乃

此

金

六

百

三

拾

貳

円

六

拾

三

戔

貳

厘

也

、

越

後

柏

﨑

ヘ

預

ヶ

置

タ

ル

物

品

ノ

原

價

ニ

當

リ

シ

云

々

、

曩

ニ

禀

候

セ

シ

ニ

、

物

品

賣

却

ノ

上

代

金

速

ニ

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ア

リ

、

爾

来

屡

々

督

促

シ

、

漸

ク

此

間

物

品

賣

却

代

金

五

百

八

拾

円

ハ

拾

五

戔

三

厘

返

納

セ

リ

、

尤

原

價

ニ

比

ス

レ

ハ

金

員

減

少

ス

ト

雖

ト

モ

、

元

来

物

品

ノ

價

位

ハ

時

ニ

由

テ

髙

低

ナ

キ

能

ハ

ス

、

曩

ニ

禀

白

ノ

原

價

金

額

ハ

棄

捐

ア

ラ

ン

ヲ

乞

フ

、

且

取

立

金

ハ

幾

日

ニ

上

納

シ

テ

可

ナ

ラ

ン

ヤ

ト

禀

候

ス

、

於

是

禀

ス

ル

所

、

金

五

百

八

拾

円

八

拾

五

戔

三

厘

ハ

、

本

年

第

五

十

号

公

布

雛

形

ニ

照

準

シ

、

金

種

類

分

ヲ

以

テ

上

納

セ

ヨ

、

上

納

期

限

ハ

同

寮

ヨ

リ

達

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

日
第

百

五

號

熊

谷

縣

ヨ

リ

、

管

下

髙

嵜

驛

塚

越

平

十

郎

ナ

ル

者

ヘ

、

旧

髙

﨑

藩

貸

付

金

六

拾

壱

円

七

拾

五

戔

年

賦

取

立

ノ

儀

處

分

ア

リ

シ

ニ

、

平

十

郎

ニ

ハ

當

縣

士

族

鈴

木

忠

則

ヘ

ノ

返

金

澁

滯

セ

シ

ヲ

以

テ

、

髙

﨑

區

裁

判

所

ニ

於

テ

身

代

限

リ

ノ

處

分

ア

リ

シ

故

、

右

年

賦

取

立

金

員

通

達

セ

シ

ニ

、

年

賦

金

取

立

主

任

ノ

官

員

ヨ

リ

士

民

一

般

ノ

法

ニ

由

テ

、

訴

状

進

達

ス

ヘ

シ

ト

別

紙

第

一

号

ノ

如

ク

回

答

ア

リ

、

因

テ

第

二

号

ノ

如

ク

訴

状

進

達

ノ

末

、

第

三

号

・

四

号

・

五

号

ノ

順

序

ヲ

経

テ

、

第

六

号

ノ

如

ク

借

用

証

書

連

署

ノ

者

ヘ

代

納

ヲ

命

ス

ト

雖

モ

、

亦

貧

困

ニ

シ

テ

第

七

号

ノ

如

ク

出

願

ス

ル

ニ

於

テ

ハ

、

第

五

号

ノ

如

ク

平

十

郎

及

其

相

續

人

ト

モ

身

代

再

興

次

第

返

納

セ

シ

メ

、

連

署

ノ

者

ニ

ハ

免

除

シ

テ

然

ル

ヘ

キ

ヤ

ト

、

各

号

書

類

ヲ

付

シ

テ

禀

候

ス

、

於

是

当

省
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大

丞

ヨ

リ

司

法

大

少

丞

ヘ

、

各

府

縣

管

下

甲

人

民

ヘ

官

金

若

干

ヲ

貸

付

セ

シ

ニ

、

乙

人

民

ヨ

リ

甲

ヘ

係

ル

負

債

訴

訟

ニ

及

ヒ

、

甲

身

代

限

ノ

節

甲

ヘ

係

ル

官

金

貸

付

ハ

、

士

民

一

般

ノ

法

ニ

由

テ

、
取

立

方

主

任

ノ

官

員

ヨ

リ

訴

状

進

達

ス

ベ

キ

成

規

ナ

ル

ヤ

、

今

般

髙

嵜

區

裁

判

所

ニ

於

テ

、

斯

ク

ノ

如

ク

處

分

ア

リ

シ

ト

縣

官

ヨ

リ

申

白

ス

、

爾

後

府

縣

ニ

限

ラ

ス

、
各

省

寮

ニ

於

テ

モ

亦

同

シ

ク

處

分

ア

ル

ヘ

キ

ヤ

ト

商

議

セ

シ

ニ

、

商

議

ノ

旨

趣

ハ

何

等

ノ

事

件

順

序

ニ

當

リ

シ

ヤ

、

實

際

ノ

書

類

往

復

文

書

等

ナ

キ

ハ

報

知

シ

難

シ

ト

回

答

ア

リ

、

乃

髙

嵜

裁

判

所

ニ

於

テ

、

處

分

ノ

次

第

熊

谷

縣

ヨ

リ

別

紙

ノ

如

ク

申

白

ス

ト

、

悉

ク

書

類

ヲ

付

シ

テ

回

報

セ

リ

、
六

月

廿

日

第

百

六

號

静

岡

縣

ヨ

リ

、

旧

小

田

原

貸

付

金

ノ

内

、

管

下

駿

東

郡

深

澤

村

ヘ

金

六

拾

円

并

ニ

七

拾

円

ノ

二

項

、

總

テ

百

三

拾

円

、

同

郡

湯

舩

村

ヘ

金

拾

五

円

、

且

志

太

郡

大

住

村

曽

根

彌

兵

衛

ヘ

、

旧

長

尾

藩

貸

付

金

三

分

一

棄

捐

殘

額

千

六

拾

六

円

六

拾

六

錢

六

厘

七

毛

、

皆

十

ヶ

年

賦

ヲ

以

テ

取

立

ベ

キ

ノ

指

揮

ニ

付

、

各

負

債

主

ヘ

達

シ

セ

シ

ニ

、

深

澤

村

ニ

ハ

六

拾

円

ノ

項

ハ

庚

午

・

辛

未

両

年

ヲ

以

テ

皆

納

シ

、

七

拾

円

ノ

項

ハ

元

負

債

金

百

円

タ

ル

ニ

辛

未

年

ニ

拾

金

ヲ

納

メ

、

皆

旧

静

岡

藩

ヨ

リ

ノ

請

取

証

書

ヲ

所

持

ス

、

殘

額

八

拾

円

規

則

ノ

如

ク

上

納

セ

ン

ト

、

又

湯

舩

村

ニ

ハ

庚

午

・

辛

未

両

年

ニ

皆

納

シ

テ

、

旧

沼

津

藩

ノ

請

取

証

書

ヲ

所

持

シ

、

別

ニ

既

ニ

負

債

ナ

シ

ト

、

又

曽

根

彌

兵

衛

ニ

ハ

、

九

藩

中

藩

命

ヲ

受

テ

貧

民

賑

貸

ノ

糧

穀

買

上

ノ

代

價

ニ

借

用

シ

、

全

ク

私

債

ニ

非

ス

、
且

近

年

疲

弊

シ

他

ノ

金

策

ナ

キ

ヲ

以

テ

、
現

今

金

貳

拾

円

ヲ

納

メ

、

餘

ハ

年

々

拾

金

ヲ

納

メ

ン

ト

各

々

別

紙

ノ

如

ク

出

願

ス

、

檢

査

ス

ル

ニ

事

實

違

ハ

サ

レ

ハ

、

裁

可

如

何

ン

ト

別

紙

三

通

ヲ

付

シ

テ

禀

候

ス

、

於

是

禀

ス

ル

所

、

駿

東

郡

深

澤

・

湯

舩

両

村

返

納

金

ハ

、

請

取

証

書

ア

リ

ト

雖

モ

、

嘗

テ

進

達

ス

ル

所

ノ

帖

簿

等

ニ

記

載

ナ

キ

故

明

了

シ

難

シ

、

爾

後

擔

當

ノ

旧

官

員

ヘ

推

鞠

シ

テ

再

ヒ

禀

白

セ

ヨ

、

且

曽

根

彌

兵

衛

申

陳

ノ

旨

趣

ハ

事

實

止

ヲ

得

ザ

レ

ハ

、

今

一

應

返

納

年

數

ヲ

減

節

シ

テ

、

更

ニ

禀

白

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

日
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第

百

七

號

豊

岡

縣

ヨ

リ

、

旧

柏

嵜

藩

貸

付

金

ノ

内

、

丹

後

國

河

鹿

郡

髙

槻

村

岡

安

庄

右

衛

門

、

金

貳

百

四

拾

七

円

五

拾

戔

借

用

証

書

、

并

ニ

同

郡

報

恩

寺

村

外

七

ヶ

村

金

八

拾

円

借

用

証

書

二

通

、
右

ハ

當

今

京

都

府

管

轄

タ

ル

故

返

納

ス

ト

、
証

書

ヲ

付

シ

テ

申

報

ス

、

於

是

京

都

府

ヘ

其

府

管

下

岡

安

庄

右

衛

門

其

他

ヘ

、

旧

柏

﨑

藩

貸

付

金

書

類

調

査

ヲ

経

テ

下

付

ス

ヘ

シ

、

取

立

法

ハ

他

ノ

藩

々

貸

付

金

書

類

下

付

ノ

節

達

シ

セ

シ

如

ク

領

知

シ

、

昨

六

年

分

ハ

本

年

七

月

中

取

立

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

日

第

百

八

號

若

松

縣

ヨ

リ

、

當

縣

士

族

平

山

豐

治

ヘ

、

旧

斗

南

藩

貸

付

金

九

拾

五

円

、

昨

明

治

六

年

ヨ

リ

八

ヶ

年

賦

返

納

、
昨

年

分

ハ

本

年

三

月

中

取

立

上

納

ス

ヘ

シ

ト

達

シ

ニ

由

テ

、

本

人

ヘ

達

シ

セ

シ

ニ

、

右

貸

付

金

ハ

旧

藩

中

北

郡

脇

澤

村

ヘ

移

住

ノ

婦

女

子

授

産

資

本

ノ

タ

メ

借

用

シ

、

紡

織

器

機

買

入

代

價

ニ

充

テ

、

各

名

ヘ

分

貸

シ

、

爾

後

本

地

ノ

景

況

變

換

、

遂

ニ

廃

業

ニ

及

ヒ

資

金

分

貸

ノ

各

名

又

各

所

ニ

離

散

シ

、

且

豐

治

ハ

生

計

窘

窮

、

纔

カ

ニ

親

族

旧

故

ニ

依

テ

口

ヲ

糊

シ

、

絶

テ

返

金

ノ

目

途

ナ

シ

ト

別

紙

ノ

如

ク

嘆

願

ス

、

事

實

止

ヲ

得

サ

レ

ハ

、

請

フ

特

議

ヲ

以

テ

半

額

棄

捐

、

半

額

貳

拾

ヶ

年

賦

ノ

返

納

允

許

ア

ラ

ン

ト

別

紙

ヲ

付

シ

テ

禀

候

ス

、

於

是

禀

ス

ル

所

ハ

、

特

議

ヲ

以

テ

明

治

六

年

ヨ

リ

四

十

ヶ

年

賦

返

納

聽

許

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

日

第

百

九

號

神

奈

川

縣

ヨ

リ

、

管

下

神

奈

川

町

喜

久

知

傳

次

ヘ

、

旧

水

戸

藩

貸

付

金

三

分

一

棄

捐

殘

額

四

拾

円

六

拾

四

戔

三

厘

、

八

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

達

シ

セ

シ

ニ

、

家

産

疲

弊

セ

シ

ヲ

以

テ

、

癸

酉

年

返

納

不

足

金

三

円

ニ

殘

金

七

ヶ

年

返

納

金

員

ヲ

併

テ

、

毎

一

ヶ

年

金

貳

円

上

納

セ

ン

ト

別

紙

ノ

如

ク

嘆

請

ス

、

檢

査

セ

シ

ニ

事

實

違

フ

ナ

ケ

レ

ハ

、

裁

可

如

何

ト

禀

候

ス

、

於

是

禀

ス

ル

所

、

特

議

聽

允

ス

ト

雖

ト

モ

、

他

日

身

代

再

興

セ

ハ

、

更

ニ

返

納

方

法

意

見

申

白

セ

ヨ

、

且

親

族

戸

長

連

署

ノ

証

書

取

置

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

日
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第

百

拾

號

島

根

縣

ヨ

リ

、

管

下

島

根

郡

芋

町

松

尾

七

右

衛

門

外

三

名

ヘ

、

旧

松

江

藩

貸

付

金

年

賦

返

納

、

昨

六

年

分

合

金

八

拾

六

円

九

拾

八

戔

五

厘

返

納

延

期

ノ

儀

、

曩

ニ

申

請

セ

シ

ニ

、

漸

ク

今

般

取

立

上

納

ス

ト

、

各

名

金

員

仕

譯

書

ヲ

付

シ

テ

申

牒

ス

、

於

是

申

ス

ル

所

、

金

八

拾

六

円

九

拾

八

戔

五

厘

ハ

本

年

第

五

十

号

公

布

雛

形

ニ

照

準

シ

、

金

種

類

分

ヲ

以

テ

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

日

第

百

拾

壹

號

三

重

縣

ヨ

リ

、

旧

藩

々

貸

與

ノ

金

穀

、

先

般

處

置

済

ノ

六

年

分

、

當

二

月

中

徴

收

金

四

千

六

百

四

拾

壹

円

弐

厘

、

三

月

中

徴

收

金

千

七

百

九

拾

三

円

七

拾

三

戔

七

厘

、

合

金

額

上

納

方

聽

取

之

ア

ル

旨

、

仕

譯

書

八

冊

總

計

簿

壹

冊

添

候

問

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

如

ク

、

金

六

千

四

百

三

拾

四

円

七

拾

三

戔

九

厘

ハ

、

本

年

第

五

十

号

公

布

雛

形

ニ

照

準

シ

、

金

種

類

分

ノ

上

上

納

取

計

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

十

三

日

第

百

拾

二

號

三

潴

縣

ヨ

リ

、

當

管

内

旧

藩

々

貸

下

金

穀

、

是

迠

延

期

懇

願

済

ノ

處

、

昨

六

年

分

期

限

ノ

如

ク

上

納

済

ノ

分

ハ

、

別

紙

ヲ

添

禀

白

ス

、

其

他

未

納

ノ

分

説

諭

督

促

ニ

及

シ

ニ

、

苦

情

難

澁

、

或

ハ

旅

行

等

ノ

出

願

、

且

貸

下

ヶ

名

目

云

々

ノ

儀

、

即

今

候

問

中

ノ

件

モ

ア

リ

、

爾

来

十

日

或

ハ

二

十

日

毎

ニ

取

纏

メ

上

納

方

取

計

ヒ

度

、

依

テ

ハ

延

期

許

可

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

候

問

ス

、

乃

チ

懇

願

セ

ル

條

、

事

實

余

儀

ナ

ク

相

聞

、

来

七

月

中

取

立

、

延

滞

ナ

ク

上

納

取

計

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

二

日

第

百

拾

三

號

三

重

縣

ヨ

リ

、

管

下

安

濃

郡

津

西

来

寺

町

野

口

清

助

ヘ

、

旧

神

戸

藩

貸

付

金

百

貳

拾

八

円

、

一

時

返

納

ス

ヘ

キ

ヲ

達

シ

セ

シ

ニ

、

近

来

家

産

廃

頽

、

更

ニ

金

策

ナ

キ

旨

別

紙

甲

号

ノ

如

ク

嘆

願

ス

、

尚

區

戸

長

等

ヲ

シ

テ

實

際

調

査

セ

シ

ム

ル

ニ

、

嘆

願

ス

ル

所

ノ

如

ク

ヲ

以

テ

、

十

ヶ

年

返

納

許

可

ナ

ラ

ン

ト

亦

別

紙

乙

号

ノ

如

ク

陳

請

ス

、

爾

後

仮

令

幾

般

督

促

ス

ル

モ

、

到

底

成

規

ニ

據

テ

返

納

セ

シ

メ

難

ケ

レ

ハ

、

戸

長

等

意
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見

ノ

如

ク

、

特

旨

裁

可

如

何

ン

ト

別

紙

二

通

ヲ

付

シ

テ

禀

候

ス

、

於

是

禀

ス

ル

所

、

情

實

止

ヲ

得

サ

レ

ハ

十

ヶ

年

賦

返

納

特

旨

聽

許

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

二

日

第

百

拾

四

號

小

倉

縣

ヨ

リ

、

管

下

人

民

ヘ

旧

藩

々

貸

付

金

、

返

納

處

分

ア

ル

ニ

由

テ

取

立

シ

、

金

千

貳

百

五

拾

四

円

三

拾

四

戔

八

厘

今

般

上

納

ス

、

其

他

旧

豊

津

藩

貸

付

ノ

内

、

田

川

郡

後

藤

寺

町

津

川

勝

郎

二

、

金

貳

百

四

拾

四

円

三

拾

四

錢

、

同

郡

赤

池

村

安

藤

久

次

郎

、
金

貳

百

壹

円

五

拾

戔

、
中

伊

田

村

長

谷

川

嘉

六

、
金

三

拾

三

円

七

拾

三

戔

四

厘

、

京

都

郡

新

町

村

木

村

為

藏

、

金

百

四

拾

四

円

貳

拾

八

錢

六

厘

、

同

村

中

原

次

郎

、

金

八

拾

三

円

四

拾

四

戔

八

厘

、

企

救

郡

長

濵

浦

松

嵜

新

藏

、

金

九

拾

円

、

中

野

郡

今

井

村

村

上

權

藏

、
金

四

百

円

、
并

ニ

旧

中

津

藩

貸

付

ノ

内

、
下

毛

郡

中

津

町

嵯

峨

甚

平

、

金

千

九

円

九

拾

三

戔

壹

厘

、

田

川

郡

彦

山

村

南

條

繁

雄

、

金

百

五

拾

円

、

年

賦

返

納

ノ

儀

ハ

負

債

主

皆

貧

困

ニ

迫

リ

、

返

金

術

ナ

キ

ヲ

以

テ

種

々

別

紙

ノ

如

ク

出

願

ス

、

素

ヨ

リ

返

納

等

閑

ノ

意

ニ

非

ス

ト

雖

ト

モ

、

實

際

極

テ

艱

難

毫

モ

金

策

ナ

キ

ニ

於

テ

ハ

、
特

議

寛

大

ノ

處

分

如

何

ン

ト

、
各

名

願

書

ヲ

付

シ

テ

禀

候

ス

、
於

是

禀

ス

ル

所

、

勝

郎

二

・

久

次

郎

ハ

出

願

ノ

如

ク

身

代

限

ヲ

以

テ

處

分

シ

、

嘉

六

ハ

返

納

期

限

ニ

至

リ

猶

返

納

シ

難

キ

ハ

其

節

意

見

申

白

シ

、

為

藏

ハ

特

議

ヲ

以

テ

返

納

ニ

及

ハ

ス

、

次

郎

ハ

願

旨

聽

許

シ

難

ク

更

ニ

推

鞠

シ

テ

申

白

セ

ヨ

、

新

藏

・

甚

平

ニ

ハ

願

意

聽

許

シ

難

シ

ト

雖

ト

モ

、

情

實

亦

止

ヲ

得

サ

レ

バ

更

ニ

取

立

意

見

ヲ

申

白

シ

、

權

藏

ニ

ハ

淨

喜

寺

住

僧

ヘ

關

係

ノ

負

債

タ

ラ

バ

後

住

ノ

僧

侶

ヨ

リ

返

辨

セ

シ

メ

、

貸

付

ノ

順

序

ハ

權

藏

并

ニ

旧

官

員

ヘ

推

問

シ

テ

申

陳

シ

、

繁

雄

ハ

寄

附

米

抵

當

ノ

次

序

、

旧

官

員

ヘ

訊

問

シ

テ

申

白

ス

ベ

シ

、

且

金

千

貳

百

五

拾

四

円

三

拾

四

戔

八

厘

ハ

、

本

年

第

五

十

号

公

布

雛

形

ニ

照

準

シ

、
金

種

類

分

ヲ

以

テ

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

二

日

第

百

拾

五

號

滋

賀

縣

ヨ

リ

、

旧

藩

々

貸

付

金

年

賦

返

納

ノ

儀

、

昨

六

年

分

取

立

上

納

殘

金

ハ

、

嘗

テ

申

牒

セ

シ

如

ク

、

負

債

主

皆

貧

窶

ニ

シ

テ

種

々

苦

情

ヲ

陳

セ

シ

故

、

各

名

實

地

調
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査

ヲ

経

皆

納

ニ

ハ

至

リ

難

シ

ト

雖

モ

、

漸

ク

本

年

五

月

中

取

立

シ

、

金

九

百

三

拾

四

円

四

拾

五

戔

三

厘

上

納

セ

ン

ト

、

仕

譯

書

ヲ

付

シ

テ

申

牒

ス

、

於

是

申

ス

ル

所

、

金

九

百

三

拾

四

円

四

拾

五

戔

三

厘

ハ

、

本

年

第

五

十

号

公

布

雛

形

ニ

照

準

シ

、

金

種

類

分

ヲ

以

テ

上

納

セ

ヨ

、

尤

未

納

ノ

分

ハ

本

年

七

月

中

取

立

、

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

二

日

第

百

拾

六

號

宮

崎

縣

ヨ

リ

、

管

内

旧

髙

鍋

藩

貸

付

金

額

申

報

ノ

内

、

大

坂

府

下

商

阿

邊

佐

兵

衛

・

久

屋

七

兵

衛

両

名

ヘ

貸

付

金

ハ

既

ニ

皆

納

セ

シ

旨

、

同

府

ヨ

リ

申

牒

ニ

付

テ

、

旧

官

員

取

扱

ノ

原

末

推

究

ス

ヘ

シ

ト

ノ

達

シ

ア

リ

、

即

推

究

セ

シ

ニ

、

右

両

名

ヘ

旧

藩

貸

付

炭

多

少

乱

俵

ア

ル

ヲ

點

檢

シ

テ

之

ヲ

除

キ

、

乃

代

價

金

額

亦

減

却

ス

ベ

キ

ニ

、

他

數

名

ヘ

貸

付

品

亦

両

名

引

受

証

書

ヲ

一

紙

ニ

作

リ

シ

故

、

復

証

書

ヲ

改

メ

ス

、

唯

金

額

減

除

ノ

事

由

ヲ

証

書

ヘ

傍

書

ア

ル

ヲ

顧

ミ

ス

、

貸

付

金

帖

簿

ヘ

誤

テ

炭

價

元

額

ヲ

掲

ケ

進

達

ス

ト

別

紙

ノ

如

ク

具

陳

セ

リ

、

因

テ

両

名

返

納

殘

金

請

フ

皆

消

除

ア

ラ

ン

ト

、

別

紙

ヲ

付

シ

テ

申

牒

ス

、

於

是

大

坂

府

ヘ

其

府

管

下

阿

邊

佐

兵

衛

外

一

名

ヘ

、

旧

髙

鍋

藩

貸

付

金

申

牒

ノ

旨

趣

ニ

付

宮

崎

縣

ヘ

推

問

セ

シ

ニ

、

佐

兵

衛

外

一

名

ヨ

リ

申

白

ノ

如

ク

相

違

ナ

キ

故

、

曩

ニ

公

布

証

書

ノ

内

両

名

返

納

金

ハ

消

除

ノ

儀

領

知

ス

ベ

シ

ト

達

シ

セ

リ

、
六

月

廿

二

日

第

百

拾

七

號

大

坂

府

ヨ

リ

、

當

府

下

福

島

善

七

・

福

島

吉

兵

衛

両

名

ヘ

、

旧

松

江

藩

貸

付

金

千

八

百

拾

九

円

五

錢

七

厘

、

八

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

達

シ

セ

シ

ニ

、

善

七

跡

相

続

人

善

次

郎

及

吉

兵

衛

ヨ

リ

、

別

紙

出

願

ノ

旨

趣

明

徴

ナ

シ

ト

雖

ト

モ

、

事

理

猶

了

々

タ

レ

ハ

、

篤

ク

調

査

ア

リ

テ

處

分

ヲ

乞

ト

願

書

ヲ

付

シ

稟

候

ス

、

因

テ

島

根

縣

ヘ

旧

松

江

藩

貸

付

金

ノ

内

、

大

坂

府

下

福

嶌

善

七

外

一

名

ヘ

貸

付

金

ノ

儀

、

同

府

ヨ

リ

別

紙

ノ

如

ク

申

白

ス

、

事

實

推

究

シ

テ

計

算

書

ヲ

付

シ

申

白

セ

ヨ

ト

達

シ

セ

シ

ニ

、

即

旧

官

員

ヘ

推

問

シ

其

報

答

書

類

ヲ

進

達

ス

、

於

是

大

坂

府

ヘ

禀

ス

ル

所

ハ

、

島

根

縣

ヘ

推

問

セ
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シ

ニ

、

旧

官

員

報

答

ノ

旨

趣

別

紙

ノ

如

シ

、

福

島

善

次

郎

外

一

名

嘆

願

ノ

趣

ハ

、

允

聴

シ

難

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

二

日

第

百

拾

八

號

神

奈

川

縣

ヨ

リ

、

旧

水

戸

藩

於

テ

、

東

京

新

和

泉

町

新

兵

衛

後

見

勘

兵

衛

始

七

名

ヘ

貸

下

金

返

納

方

、

去

月

中

書

類

下

付

ア

ル

ニ

付

、

當

縣

下

武

州

久

良

岐

郡

井

出

ヶ

谷

村

澀

谷

市

右

エ

門

・

同

州

同

郡

弘

明

寺

村

根

本

八

右

エ

門

宛

ニ

達

セ

シ

ニ

、

右

ハ

前

書

勘

兵

衛

并

小

網

町

一

丁

目

柳

屋

八

藏

両

名

ニ

テ

返

納

致

ス

趣

、

別

紙

ノ

如

ク

巨

細

申

出

ニ

付

テ

ハ

、

如

何

取

計

然

ル

ヘ

キ

乎

ト

候

問

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

處

、

詮

議

ア

ル

ニ

付

、

曽

テ

下

渡

セ

ル

証

書

差

出

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

二

日

第

百

拾

九

號

新

治

縣

ヨ

リ

、
旧

前

橋

縣

外

一

縣

貸

下

金

ノ

内

、
旧

縣

於

テ

辛

未

年

取

立

ノ

元

利

金

、

書

面

ノ

如

ク

引

継

上

納

、

并

殘

金

取

立

方

禀

候

セ

シ

ニ

、

先

般

下

付

ノ

証

書

改

正

ノ

上

達

ス

ヘ

ク

、
且

毎

村

詳

細

仕

訳

書

差

出

ス

ヘ

シ

ト

指

令

ニ

付

、
別

紙

内

譯

ノ

如

ク

、

合

金

貳

百

拾

貳

円

貳

拾

八

戔

、

前

橋

縣

分

証

書

二

十

一

通

、

旧

土

浦

縣

分

一

通

添

禀

白

セ

リ

、

乃

チ

申

ス

ル

處

、

別

紙

証

書

附

箋

改

正

ノ

上

下

與

セ

ル

條

、

昨

年

分

ハ

當

七

月

中

取

立

、

延

滞

ナ

ク

上

納

取

計

フ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

三

日

第

百

廿

號

神

奈

川

縣

ヨ

リ

、

當

港

石

川

町

川

口

萬

藏

方

ヘ

同

居

田

中

甚

七

ヘ

旧

水

戸

藩

ヨ

リ

貸

下

金

五

拾

円

ノ

内

三

分

ノ

一

ハ

弃

捐

、

殘

金

三

拾

三

円

三

拾

三

戔

三

厘

一

時

返

納

致

ヘ

シ

ト

達

セ

シ

処

、
方

今

殆

窮

困

ニ

付

、
十

ヶ

年

賦

ニ

上

納

許

可

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

云

々

出

願

ス

、
右

ハ

閔

然

ニ

付

特

議

ヲ

以

テ

採

用

ヲ

請

フ

ト

候

問

セ

リ

、
乃

チ

候

ス

ル

處

、

聽

取

シ

難

ク

来

ル

七

月

中

取

立

上

納

取

計

フ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

三

日

第

百

廿

一

號

三

潴

縣

ヨ

リ

、

旧

柳

川

藩

準

備

金

貸

下

取

立

方

發

令

前

、

當

縣

ヘ

追

々

收

入

セ

ル

ニ

付

、

請

納

ノ

分

國

債

寮

ヘ

上

納

セ

ン

ト

、

別

紙

人

別

仕

訳

書

添

禀

問

セ

リ

、

乃

チ

候
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ス

ル

處

ノ

合

金

七

千

三

百

七

円

九

拾

九

戔

ハ

、

本

年

第

五

十

号

公

布

雛

形

ニ

照

準

金

種

類

分

ノ

上

上

納

致

ス

ヘ

ク

、

殘

金

取

立

方

ハ

別

紙

押

印

ノ

如

ク

心

得

、

昨

年

分

ハ

来

七

月

中

取

調

、

延

滞

ナ

ク

上

納

取

立

ヘ

ク

、

但

別

紙

押

印

改

正

ノ

分

、

豫

テ

下

付

セ

ル

証

書

附

箋

ハ

、

消

却

ト

心

得

ヘ

キ

旨

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

四

日

第

百

廿

二

號

愛

媛

縣

ヨ

リ

、

旧

石

鐵

縣

上

納

金

仕

譯

書

ノ

如

ク

上

納

致

度

、

速

ニ

指

揮

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

候

問

シ

、

且

國

債

寮

ヨ

リ

元

小

松

縣

辛

未

七

月

、

有

札

并

貸

付

返

納

藩

札

四

百

五

拾

四

貫

五

百

七

拾

五

匁

五

分

ノ

件

、

原

由

尋

問

ニ

付

取

糾

セ

シ

処

、

別

紙

ノ
略

之

如

ク

申

白

セ

ル

旨

回

答

セ

リ

、

乃

チ

申

ス

ル

処

、

旧

小

松

件

藩

造

幣

有

札

并

貸

付

返

納

分

共

、

合

金

貳

千

貳

百

八

拾

円

三

拾

七

戔

八

厘

内

、

金

貳

千

貳

百

七

拾

貳

円

八

拾

七

戔

八

厘

ハ

紙

幣

寮

、
金

七

円

五

拾

戔

ハ

國

債

寮

ヘ

上

納

取

計

フ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、

六

月

廿

四

日

第

百

廿

三

號

山

口

縣

ヨ

リ

、

旧

清

末

藩

士

族

木

原

尚

輔

隠

居

十

右

エ

門

ヘ

、

貸

下

金

取

立

ノ

處

分

ア

リ

シ

ニ

、

別

紙

ノ

如

ク

申

出

、

貴

省

於

テ

附

箋

ノ

証

書

面

ノ

如

ク

給

禄

米

ノ

内

ヲ

以

テ

、

年

々

返

納

セ

ル

心

得

ニ

テ

、

給

禄

米

引

當

貸

置

ト

申

白

セ

ル

、

事

實

閔

然

、

棄

捐

ノ

処

分

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

候

問

セ

リ

、

乃

チ

申

ス

ル

處

、

家

禄

引

當

ノ

趣

、

旧

官

員

進

白

ア

リ

、

事

實

當

然

ニ

付

聽

取

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

七

日

第

百

廿

四

號

島

根

縣

ヨ

リ

、

管

下

人

民

ヘ

旧

松

江

藩

物

品

拂

下

代

金

八

ヶ

年

賦

返

納

ノ

内

、

昨

六

年

分

取

立

金

三

百

五

拾

四

円

三

拾

五

戔

九

厘

、

且

小

倉

縣

ヨ

リ

、

管

下

人

民

ヘ

旧

中

津

藩

其

他

貸

付

金

各

年

賦

返

納

ノ

内

、

昨

六

年

分

取

立

金

千

貳

百

五

拾

四

円

三

拾

四

戔

八

厘

上

納

セ

ン

ト

、

皆

明

細

書

ヲ

付

シ

テ

申

牒

ス

、

乃

チ

申

ス

ル

所

ノ

金

員

ハ

、

本

年

五

十

号

公

布

雛

形

ニ

照

準

シ

、

金

種

類

分

ヲ

以

テ

上

納

ス

ヘ

シ

ト

両

縣

ヘ

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

八

日
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第

百

廿

五

號

山

口

縣

ヨ

リ

、

旧

同

藩

於

テ

加

藤

篤

三

郎

外

四

名

ヘ

、

貸

付

金

上

納

期

限

六

月

中

取

立

、

延

滯

ナ

ク

上

納

ス

ヘ

キ

儀

、

指

令

ノ

趣

了

承

セ

リ

、

右

ハ

急

速

返

納

方

同

人

其

外

ヘ

申

達

ス

レ

ト

モ

、

管

内

遠

隔

ノ

地

往

返

遅

延

ニ

及

ヒ

、

不

都

合

ニ

付

尚

七

月

マ

テ

猶

豫

ア

リ

タ

シ

ト

申

請

セ

リ

、

乃

チ

之

ヲ

允

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

九

日

第

百

廿

六

號

三

潴

縣

ヨ

リ

旧

柳

河

縣

準

備

金

ノ

内

、
貳

千

貳

百

八

拾

五

両

永

三

百

三

拾

三

文

三

分

、

此

米

千

六

百

俵

旧

縣

ニ

テ

買

入

ア

リ

タ

レ

ト

モ

、

現

米

ハ

ア

ラ

ス

、

併

シ

右

ノ

内

千

俵

ハ

福

岡

縣

下

川

原

卯

平

次

、

六

百

俵

ハ

當

管

下

肥

前

屋

梅

次

郎

ノ

預

リ

証

書

存

在

セ

ル

ニ

付

、

夘

平

次

分

ハ

福

岡

縣

ヘ

商

議

中

、

梅

次

郎

分

ハ

當

管

調

査

中

ノ

旨

、

壬

申

調

査

帳

ヲ

以

報

知

セ

シ

後

逐

次

調

査

セ

シ

ニ

、

右

ハ

總

テ

肥

前

屋

梅

次

郎

ヨ

リ

返

納

ス

ヘ

キ

儀

ナ

リ

、

然

ル

ニ

同

人

零

落

ニ

及

ヒ

、

一

時

取

立

カ

タ

ク

追

テ

禀

候

ス

ヘ

キ

旨

、

明

治

六

年

十

一

月

中

同

縣

準

備

金

仕

訳

書

差

出

ノ

節

、

猶

又

報

知

セ

シ

如

ク

ニ

シ

テ

、

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

破

格

ノ

詮

議

ヲ

以

貸

下

米

ト

見

做

シ

、

昨

六

年

ヨ

リ

向

キ

十

五

年

マ

テ

、

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

聽

取

ア

リ

タ

シ

ト

禀

候

セ

リ

、

依

テ

旧

柳

河

縣

準

備

金

ノ

内

ヲ

以

買

入

シ

、

米

代

未

納

返

辨

方

ノ

儀

ハ

、

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

儀

ニ

付

、

貸

付

取

立

方

則

第

十

二

條

ニ

照

準

シ

、

明

治

六

年

ヨ

リ

八

ヶ

年

賦

ニ

取

立

ツ

ヘ

シ

、

併

シ

昨

年

分

ハ

七

月

中

遅

滯

ナ

ク

取

立

、

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

廿

九

日
第

百

廿

七

號

豐

岡

縣

ヨ

リ

、

但

馬

國

美

含

郡

境

村

勘

藏

、

旧

出

石

縣

ヨ

リ

金

百

四

円

三

拾

四

錢

七

厘

借

入

シ

ニ

、

近

頃

損

財

夛

ク

、

貳

千

五

百

円

余

ノ

負

債

嵩

ミ

相

續

ナ

シ

カ

タ

ク

、

依

テ

明

治

六

年

中

金

主

共

ヘ

頼

談

シ

、

身

代

限

リ

ノ

處

分

セ

シ

處

、

書

面

年

賦

金

返

納

ノ

申

達

ア

レ

ト

モ

、

實

ニ

返

納

方

ナ

リ

カ

タ

キ

ニ

付

、

此

上

ハ

寛

大

ノ

處

分

ア

リ

タ

シ

ト

、
本

人

及

區

戸

長

ヨ

リ

別

紙

ノ

如

ク

嘆

請

セ

リ

、
依

テ

右

事

實

糾

問

セ

シ

ニ

、
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聊

カ

相

違

ナ

ケ

レ

ハ

如

何

取

裁

シ

テ

然

ル

ヘ

キ

ヤ

、

指

揮

ア

リ

タ

シ

ト

禀

候

セ

リ

、

乃

チ

境

村

勘

藏

貸

下

金

返

納

方

事

實

止

ヲ

得

サ

ル

儀

ニ

付

、

出

格

ヲ

以

テ

同

人

身

代

再

興

マ

テ

返

納

方

猶

豫

ス

ヘ

シ

、

身

代

立

直

リ

ノ

上

ハ

、

返

納

方

見

込

ヲ

以

申

白

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

三

十

日

第

百

廿

八

號

神

奈

川

縣

ヨ

リ

、

當

縣

下

長

尾

新

七

、

旧

盛

岡

藩

ヨ

リ

ノ

借

受

金

今

四

年

賦

返

納

ノ

指

令

ナ

レ

ト

モ

、

別

紙

ノ

如

ク

申

請

ニ

付

糾

問

セ

シ

ニ

、

情

實

相

違

ナ

ケ

レ

ハ

如

何

取

裁

シ

テ

然

ル

ヘ

キ

ヤ

、

指

揮

ア

リ

タ

シ

ト

禀

候

セ

リ

、

仍

テ

長

岡

新

七

貸

下

金

、

返

納

方

嘆

請

ノ

情

實

止

ヲ

得

サ

レ

ハ

、

返

納

方

猶

豫

聽

取

ス

、

同

人

身

代

持

直

リ

ノ

上

、

上

納

方

申

白

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

卅

日

第

百

廿

九

號

熊

谷

縣

ヨ

リ

、

旧

前

橋

縣

貸

下

金

ノ

内

、

十

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

指

令

ス

ミ

ニ

付

、

書

面

ノ

如

ク

金

壹

円

三

拾

八

戔

九

厘

上

納

ス

ト

申

牒

セ

リ

、

乃

チ

申

牒

ノ

如

ク

、

金

壹

円

三

拾

八

戔

九

厘

ハ

國

債

寮

ヘ

上

納

セ

ヨ

、

右

ハ

明

治

六

年

ヨ

リ

取

立

ノ

儀

ニ

付

、

同

年

分

返

納

ノ

儀

ト

了

知

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

三

十

日

第

百

卅

號

三

潴

縣

ヨ

リ

、
旧

栁

河

縣

準

備

貸

下

金

ノ

内

、
上

妻

郡

上

﨑

村

平

田

勘

助

外

三

人

ヘ

、

貸

下

殘

金

壹

萬

貳

百

七

拾

七

円

六

拾

貳

戔

五

厘

、

年

賦

返

納

ノ

儀

申

達

セ

シ

ニ

、

右

ノ

内

四

百

円

、

辛

未

十

二

月

長

﨑

於

テ

旧

同

縣

出

張

所

ヘ

納

済

ノ

旨

、

請

取

証

写

ヲ

以

陳

出

セ

ル

ニ

付

、
旧

官

員

尋

問

セ

シ

ニ

、
相

違

ナ

ク

受

領

シ

旧

縣

ヘ

回

付

セ

シ

處

、

壬

申

正

月

縣

廳

出

火

ノ

際

焼

亡

セ

リ

、
同

年

三

月

新

縣

ヘ

事

務

送

付

ノ

際

、
調

漏

云

々

別

紙

ノ

如

ク

申

白

ア

リ

、

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

實

際

ナ

レ

ハ

、

右

四

百

円

ハ

受

領

済

ト

見

做

シ

、

元

入

ニ

立

テ

タ

キ

旨

聽

取

ア

リ

タ

ク

、

借

主

申

請

書

外

二

通

ヲ

ソ

ヘ

テ

禀

候

セ

リ

、

乃

チ

禀

候

ノ

如

ク

聽

取

ス

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

卅

日

第

百

卅

壹

號
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愛

媛

縣

ヨ

リ

、

管

下

人

民

ヘ

藩

々

ヨ

リ

貸

付

金

ノ

内

、

旧

松

山

藩

於

テ

河

内

屋

源

兵

衛

ヘ

、

貸

付

米

千

俵

返

納

ノ

儀

達

セ

シ

ニ

、

本

人

窘

窮

ニ

シ

テ

返

納

ノ

目

途

之

レ

ナ

ク

、

且

先

年

旧

同

藩

ヘ

調

達

米

八

千

俵

之

レ

ア

ル

所

、

右

古

年

度

ニ

シ

テ

公

債

ニ

相

立

ス

、

然

ル

ト

キ

ハ

方

今

困

難

中

如

何

ト

モ

仕

難

ニ

付

、

特

旨

ヲ

以

テ

弃

捐

ノ

處

分

ヲ

仰

ク

ト

嘆

請

ス

、

因

テ

調

査

セ

シ

ニ

事

實

違

ハ

ス

、

如

何

處

分

ス

ヘ

キ

ヤ

、

請

フ

省

裁

ヲ

仰

ク

ト

禀

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

所

、

止

ヲ

得

サ

ル

ニ

由

リ

、

特

旨

ヲ

以

テ

弃

捐

ノ

處

分

ニ

及

ブ

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

三

十

日

第

百

卅

貳

號

千

葉

縣

ヨ

リ

、

旧

花

房

縣

管

下

海

岸

村

々

漁

民

ニ

係

ル

同

縣

貸

付

金

轉

換

拜

借

ノ

儀

ニ

付

、

本

年

一

月

中

禀

候

ヲ

経

シ

處

、

右

金

貳

万

八

千

円

ハ

、

旧

花

房

縣

外

債

関

係

事

實

切

迫

ノ

故

ヲ

以

テ

、

政

府

ヨ

リ

更

ニ

貸

付

返

償

ア

リ

シ

所

ノ

金

額

ナ

ル

ニ

付

、

年

賦

返

納

ノ

約

期

ヲ

改

マ

シ

ム

ヘ

ク

、

且

ツ

各

名

差

出

セ

シ

証

書

ヘ

三

四

名

ツ

ヽ

組

合

、

互

ニ

証

人

ヲ

立

テ

シ

ム

ヘ

シ

ト

ノ

指

令

ア

リ

、

然

ル

ニ

拜

借

証

書

ヲ

貴

省

ヘ

上

納

セ

シ

ハ

、

右

指

令

ヲ

得

ル

ノ

前

日

ニ

在

テ

、

已

ニ

貴

省

壬

申

第

百

九

十

一

号

達

書

拜

借

金

雛

形

ニ

照

準

シ

、

記

載

差

出

サ

セ

シ

儀

ニ

テ

、

今

又

三

四

名

ツ

ヽ

組

合

証

人

ヲ

立

テ

シ

メ

難

ク

、

且

ツ

海

岸

ノ

漁

夫

等

ハ

、

別

ニ

田

畑

山

林

ノ

實

産

ヲ

有

ス

ル

ニ

非

サ

ル

故

、

當

縣

ニ

於

テ

モ

右

拜

借

証

書

面

ノ

外

ニ

引

受

人

一

名

ツ

ヽ

立

テ

サ

セ

、

已

ニ

之

ヲ

收

置

セ

シ

處

、

其

拜

借

人

ノ

内

身

代

限

リ

ノ

裁

判

ヲ

受

ケ

シ

モ

ノ

ア

ル

ヤ

ノ

旨

、

右

ハ

如

何

處

分

セ

ン

ト

禀

候

セ

リ

、

乃

チ

候

ス

ル

所

、

官

金

貸

下

ノ

顛

末

詳

記

ノ

上

、

其

縣

裁

判

所

ヘ

送

致

シ

、

司

法

官

ノ

處

分

ニ

任

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

卅

日

第

百

卅

三

號

千

葉

縣

ヨ

リ

、

旧

花

房

縣

於

テ

元

管

下

海

岸

漁

場

村

々

ヘ

、

貸

付

金

四

万

貳

千

円

處

分

ノ

儀

、

明

治

六

年

禀

候

ス

ミ

テ

外

國

債

ト

ナ

リ

シ

分

ハ

、

貸

下

金

貳

万

八

千

円

ヲ

以

償

却

セ

シ

ニ

付

、

借

用

人

百

六

十

三

名

ヨ

リ

右

金

額

ヘ

更

ニ

証

書

ヲ

出

サ

セ

、

去
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四

月

貴

省

國

債

寮

ヘ

差

出

シ

ヲ

キ

、

餘

金

壹

万

四

千

円

ハ

棄

捐

ト

ナ

レ

リ

、

然

ル

ニ

同

縣

借

用

人

ノ

内

、

上

總

國

夷

隅

郡

濵

村

四

関

重

右

衛

門

、

金

百

三

拾

両

余

借

用

セ

シ

ニ

、

家

産

廢

墜

返

辨

■

カ

タ

キ

ニ

付

、

同

縣

於

テ

身

代

限

セ

リ

、

地

引

網

一

張

代

價

貳

円

五

拾

戔

、

櫓

六

挺

三

円

五

拾

戔

ニ

入

札

拂

ト

セ

リ

、

又

安

房

國

長

狭

郡

貝

諸

村

松

本

勘

六

、

金

三

百

七

拾

円

余

借

用

セ

シ

ニ

、

本

人

死

亡

跡

後

家

一

人

居

、

村

ノ

救

助

ニ

テ

聊

カ

生

活

セ

ル

ニ

付

、

村

吏

ヘ

預

ケ

シ

舩

一

艘

、

網

片

張

代

價

貳

拾

九

円

貳

拾

四

戔

五

厘

ニ

入

札

拂

ト

シ

テ

、

各

返

納

ノ

取

裁

セ

リ

、

然

ル

ニ

同

縣

引

送

証

書

ノ

内

、

上

總

國

一

ツ

松

村

木

島

喜

太

郎

外

五

人

ヨ

リ

、

東

京

深

川

佐

賀

町

伊

藤

八

兵

衛

宛

ノ

田

畑

質

地

証

書

三

十

三

通

、

合

金

貳

千

九

百

五

円

ナ

リ

、

是

ハ

元

帳

ニ

ハ

入

金

ト

記

載

ア

レ

ト

モ

、

同

人

ヘ

勘

定

立

テ

シ

ニ

モ

ア

ラ

ス

、

地

所

ハ

自

身

共

ニ

モ

所

持

ナ

シ

、

又

ハ

流

地

ノ

分

ヲ

証

書

ヘ

記

載

シ

、

空

算

無

實

ノ

差

引

ヲ

立

テ

、

旧

木

更

津

縣

ヘ

引

續

セ

シ

ハ

、

双

方

ト

モ

不

都

合

ニ

付

糾

問

ス

ヘ

キ

儀

ナ

レ

ト

モ

、

右

漁

場

貸

付

金

ハ

特

別

寛

典

ノ

處

分

ニ

付

、

質

地

証

ハ

入

金

ノ

件

ニ

立

テ

ル

儀

ナ

レ

ハ

、

別

ニ

弁

金

イ

タ

サ

セ

、

七

ヶ

年

賦

拜

借

金

ニ

照

準

シ

、

金

貳

千

九

百

五

円

当

七

年

ヨ

リ

無

利

息

七

ヶ

年

賦

返

納

イ

タ

サ

セ

、

且

前

書

賣

拂

代

金

三

拾

五

円

貳

拾

五

戔

ハ

、

今

回

上

納

ヲ

禀

候

セ

リ

、

乃

チ

禀

候

ノ

趣

不

都

合

ナ

レ

ト

モ

聽

取

セ

リ

、

金

貳

千

九

百

五

円

、

明

治

七

年

ヨ

リ

十

三

年

マ

テ

無

利

息

七

ヶ

年

賦

返

納

雛

形

ノ

儀

、

本

年

第

四

十

六

号

公

布

ヘ

照

準

シ

テ

製

調

ノ

上

差

出

シ

、

年

々

延

滞

ナ

ク

取

立

ツ

ヘ

シ

、

併

シ

村

方

本

証

文

ハ

年

限

中

其

縣

ヘ

收

藏

ノ

儀

了

知

ス

ヘ

シ

、

且

質

物

賣

拂

代

金

三

拾

五

円

貳

拾

五

戔

ハ

、

急

速

上

納

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

卅

日

第

百

卅

四

號

三

潴

縣

ヨ

リ

、
管

下

上

妻

郡

大

淵

村

藤

井

森

八

ナ

ル

者

ヘ

、
旧

柳

川

藩

準

備

金

ノ

内

、

金

貳

千

貳

百

四

拾

壹

円

五

拾

六

戔

貳

毛

ノ

内

、

元

入

殘

金

千

九

百

四

拾

壹

円

五

拾

六

戔

貳

厘

五

毛

、

昨

明

治

六

年

ヨ

リ

八

ヶ

年

賦

返

納

ノ

儀

達

セ

シ

ニ

、

右

殘

金

ノ

内

明

治

五

年

三

月

中

金

四

百

貳

拾

壹

円

五

拾

戔

、

旧

柳

川

縣

ヘ

元

入

ノ

籌

算

ニ

テ

同

藩

旧
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官

員

ヘ

相

渡

シ

、

又

旧

官

員

ニ

於

テ

モ

、

旧

柳

川

縣

事

務

及

米

金

ト

モ

悉

皆

纏

束

、

當

縣

へ

傳

送

ス

ヘ

キ

為

メ

假

リ

ニ

緘

印

シ

テ

、

以

テ

同

縣

士

族

髙

椋

新

太

郎

ヘ

預

ヶ

置

シ

ニ

、

管

下

人

民

騒

擾

ノ

際

、

右

新

太

郎

家

庫

土

寇

ノ

為

メ

ニ

破

毀

セ

ラ

レ

、

官

金

悉

ク

紛

失

セ

シ

旨

申

出

ル

ニ

由

リ

、

旧

官

員

尋

問

セ

シ

ニ

、

本

人

ノ

陳

述

ニ

違

ハ

ス

、

然

則

其

罪

孰

レ

ヘ

帰

ス

ヘ

キ

處

ナ

シ

、

且

本

人

及

旧

官

員

連

署

ヲ

以

テ

消

却

ア

ラ

ン

コ

ト

ヲ

歎

請

ス

、

右

ハ

止

ヲ

得

サ

ル

儀

ニ

付

、

請

フ

森

八

願

旨

ノ

如

ク

採

用

ヲ

得

ン

ト

願

書

ヲ

付

シ

禀

候

セ

リ

、
五

月

廿

八

日

、

乃

チ

候

ス

ル

所

、
實

際

止

ヲ

得

サ

ル

儀

ニ

付

消

除

ス

ヘ

シ

ト

指

令

セ

リ

、
六

月

卅

一

日

國

債

頭

郷

純

造

（

方

印

）

明

治

九

年

三

月

大

藏

卿

大

隈

重

信

（

方

印

）


